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岳
志
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安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
訪
問
時
に
学
校
法
人
加
計
学
園
理
事
長
を
同
行
さ

せ
、
政
府
専
用
機
に
搭
乗
さ
せ
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
訪
問
時
に
学
校
法
人
加
計
学
園
理
事
長
を
同

行
さ
せ
、
政
府
専
用
機
に
搭
乗
さ
せ
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
六
日
の
ヤ
ン
ゴ
ン
と
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
と
の
間
の
移
動
に
お
い
て
政
府
専
用
機
に
搭
乗
し
た
者
の

う
ち
、
国
家
公
務
員
（
外
交
用
務
上
の
必
要
に
応
じ
て
同
行
す
る
そ
の
配
偶
者
並
び
に
外
国
政
府
職
員
及
び
そ
の
配
偶
者
を

含
む
。
）
及
び
報
道
各
社
の
同
行
記
者
を
除
く
者
は
、
御
指
摘
の
学
校
法
人
加
計
学
園
の
加
計
晃
太
郎
理
事
長
及
び
医
師
一

名
の
ほ
か
、
四
十
二
名
で
あ
る
。
こ
の
四
十
二
名
の
搭
乗
者
個
人
の
氏
名
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、

搭
乗
者
の
所
属
機
関
に
つ
い
て
、
当
該
搭
乗
者
の
利
用
し
た
経
路
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
ヤ
ン
ゴ
ン
と
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
と
の
間
の
往
復

王
子
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
、
学
校
法
人
立
命
館
、
株
式
会
社
Ｉ
Ｈ
Ｉ
、
株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所
、
株
式
会
社
大

和
証
券
グ
ル
ー
プ
本
社
、
株
式
会
社
東
芝
、
株
式
会
社
日
建
設
計
、
株
式
会
社
日
立
製
作
所
、
株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
、

株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社
、
国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
、
新
関

西
国
際
空
港
株
式
会
社
、
ス
ズ
キ
株
式
会
社
、
住
友
商
事
株
式
会
社
、
綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社
、
双
日
株
式
会
社
、
損
害

一



保
険
ジ
ャ
パ
ン
日
本
興
亜
株
式
会
社
、
大
成
建
設
株
式
会
社
、
中
部
国
際
空
港
株
式
会
社
、
千
代
田
化
工
建
設
株
式
会
社
、

東
京
都
、
東
洋
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｔ
Ｓ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
、
豊
田
通
商
株
式
会
社
、

日
揮
株
式
会
社
、
日
本
電
気
株
式
会
社
、
日
野
自
動
車
株
式
会
社
、
丸
紅
株
式
会
社
、
三
井
物
産
株
式
会
社
及
び
三
菱
重
工

業
株
式
会
社

（
二
）
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
ま
で
の
片
道

三
菱
商
事
株
式
会
社

（
三
）
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
か
ら
ヤ
ン
ゴ
ン
ま
で
の
片
道

伊
藤
忠
商
事
株
式
会
社
、
鹿
島
建
設
株
式
会
社
、
株
式
会
社
梓
設
計
、
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
、
株
式

会
社
日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ
、
関
西
電
力
株
式
会
社
、
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ｏ

Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
株
式
会
社
、
日
本
空
港
ビ
ル
デ
ン

グ
株
式
会
社
、
前
田
建
設
工
業
株
式
会
社
及
び
三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社

ま
た
、
学
校
法
人
加
計
学
園
の
加
計
晃
太
郎
理
事
長
か
ら
通
常
の
航
空
運
賃
に
相
当
す
る
額
と
し
て
支
払
を
受
け
た
政
府

専
用
機
の
使
用
料
は
、
二
万
九
千
円
で
あ
る
。

な
お
、
右
に
示
し
た
（
一
）
の
三
十
一
名
か
ら
も
政
府
専
用
機
の
使
用
料
と
し
て
同
額
の
支
払
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


